
○大学等で必要な学科（実習含む）を修めて卒業後、試験により取得（保健師、社会福祉士、精神保健福祉士等）

大学等で必要な学科を修めて卒業し、看護師国家試験及び保健師国家試験に合格した者が保健師となることができる。

○行政機関内で一定の養成プログラムの下に現場の実務と研修を経て取得（家庭裁判所調査官等）

家庭裁判所調査官補として採用された後、見学等で初歩的な知識を習得する実務修習（予習期）（約１か月）、講義等で
基礎的知識・技法を習得する前期合同研修（約３か月）、指導者の調査を補助し、実践的知識・技法を習得する実務修習
（約１年１か月）、演習等でより高度な知識・技法を習得する後期合同研修（約６か月）から成る家庭裁判所調査官養成
課程を経て、家庭裁判所調査官に任命される。
※合同研修は裁判所職員総合研修所で行われ、実務修習は、全国の家庭裁判所で指導担当者による指導の下に行われる。

○一定の実務経験を要件とした上で、試験により取得（建築主事等）

一級建築士試験に合格し、建築行政又は指定確認検査機関における確認検査の業務に関して２年以上の実務の経験を
有する者で国土交通大臣が実施する建築基準適合判定資格者検定に合格したものが建築主事に任命される。

○一定の実務経験を要件とした上で、講習の受講により取得（社会教育主事等）

大学卒業者等で社会教育関係の業務における３年の実務経験を経た者や、教員免許を有し教員等の職における５年間の
実務経験を経た者等で、文部科学大臣の委嘱を受けた大学等が行う講習（１５０時間程度）を修了したものが社会教育
主事に任命される。

○一定の実務経験を要件とした上で、試験及び講習の受講により取得（介護支援専門員（ケアマネジャー）等）

保健医療福祉分野における国家資格等に基づく業務又は相談援助業務における５年の実務経験を経た者で、都道府県が
実施する介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、都道府県が実施する実務研修の課程を修了したものが介護支援
専門員（ケアマネジャー）となることができる。

資格の取得方法の例 参考資料４
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社会福祉士の資格取得ルート
○ 社会福祉士の資格を取得するためには国家試験に合格する必要があるが、受験資格を得るには大きく分けて３ルートある。
① 福祉系大学等で社会福祉に関する指定科目を修めて卒業する「福祉系大学等ルート」
② 福祉系大学等で社会福祉の基礎科目を修めて卒業等した後、短期養成施設で６月以上修学する「短期養成施設ルート」
③ 一般大学等を卒業又は４年以上相談援助業務に従事等した後、一般養成施設で１年以上修学する「一般養成施設ルート」

（参考） 社会福祉士国家試験合格者数（第３１回）

注）国家試験合格者数の表中、括弧内は全合格者数に対する各ルートの合格者数の割合を示している。

①福祉系大学等ルート ②短期養成施設ルート ③一般養成施設ルート
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指定施設
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一般短大等

２年

基礎科目を
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社会福祉士資格（登録）

社会福祉士国家試験
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短期養成施設等（６月以上）
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指定施設
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７，２３２人（５８．１％） ７１１人（５．７％） ４，５１３人（３６．２％）
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新たな教育内容は令和３年度から順次適用予定。
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精 神 保 健 福 祉 士 資 格 （登録）

精 神 保 健 福 祉 士 試 験
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２年
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２年
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１年 社 会

福祉士

短期養成施設等（６ヶ月）

指定科目
履 修

指定科目
履 修

７条１号 ４号 ７号

指定科目
履 修
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５年

福祉系
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履 修

基礎科目
履 修

基礎科目
履 修

附則２条２号 ５号 ８号 １１号

講習会

３号
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９号 １０号６号
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平成１５年３
月３１日まで

保健福祉
系短大等

保健福祉
系短大等

精神保健福祉士の資格取得ルート

（参考） 精神保健福祉士国家試験合格者数（第２１回）

注）国家試験合格者数の表中、括弧内は全合格者数に対する各ルートの合格者数の割合を示している。

１，５３９人（３６．２％） １，８０４人（４２．４％） ９０８人（２１．４％）

①保健福祉系大学等ルート ②短期養成施設等ルート ③一般養成施設等ルート
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【現行】
精神保健福祉士養成科目

一般養成
(時間数)

短期養成
(時間数)

大学等 【見直し後】
精神保健福祉士養成科目

一般養成
(時間数)

短期養成
(時間数)

大学等

指定科目 基礎科目 指定科目 基礎科目

①人体の構造と機能及び疾病 30 ○ ○ ①医学概論 30 ○ ○

②心理学理論と心理的支援 30 ○ ○ ②心理学と心理的支援 30 ○ ○

③社会理論と社会システム 30 ○ ○ ③社会学と社会システム 30 ○ ○

④現代社会と福祉 60 ○ ○ ④社会福祉の原理と政策 60 ○ ○

⑤地域福祉の理論と方法 60 ○ ○ ⑤地域福祉と包括的支援体制 60 ○ ○

⑥社会保障 60 ○ ○ ⑥社会保障 60 ○ ○

⑦低所得者に対する支援と生活保護 30 ○ ○ ⑦障害者福祉 30 ○ ○

⑧福祉行財政と福祉計画 30 ○ ○ ⑧権利擁護を支える法制度 30 ○ ○

⑨保健医療サービス 30 ○ ○ ⑨刑事司法と福祉 30 ○ ○

⑩権利擁護と成年後見制度 30 ○ ○ ⑩社会福祉調査の基礎 30 ○ ○

⑪障害者に対する支援と障害者自立支援制度 30 ○ ○ ⑪精神医学と精神医療 60 60 ○

⑫精神疾患とその治療 60 60 ○ ⑫現代の精神保健の課題と支援 60 60 ○

⑬精神保健の課題と支援 60 60 ○ ⑬ソーシャルワークの基盤と専門職 30 ○ ○

⑭精神保健福祉相談援助の基盤（基礎） 30 ○ ○ ⑭精神保健福祉の原理 60 60 ○

⑮精神保健福祉相談援助の基盤（専門） 30 30 ○ ⑮ソーシャルワークの理論と方法 60 60 ○

⑯精神保健福祉の理論と相談援助の展開 120 120 ○ ⑯ソーシャルワークの理論と方法（専門） 60 60 ○

⑰精神保健福祉に関する制度とサービス 60 60 ○ ⑰精神障害リハビリテーション論 30 30 ○

⑱精神障害者の生活支援システム 30 30 ○ ⑱精神保健福祉制度論 30 30 ○

⑲精神保健福祉援助演習（基礎） 30 ○ ○ ⑲ソーシャルワーク演習 30 ○ ○

⑳精神保健福祉援助演習（専門） 60 60 ○ ⑳ソーシャルワーク演習（専門） 90 90 ○

㉑精神保健福祉援助実習指導 90 90 ○ ㉑ソーシャルワーク実習指導 90 90 ○

㉒精神保健福祉援助実習 210 210 ○ ㉒ソーシャルワーク実習 210 210 ○

合計 1,200 720 22科目 13科目 合計 1,200 750 22科目 12科目

精神保健福祉士養成課程の教育内容の見直し【新旧対照表】

※ 統合や分割等により再構築を図った科目について、代表的なもののみ矢印を掲載。新たな教育内容は令和３年度から順次適用予定。 6
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